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令和７年３月３１日 

 

年金特別徴収にかかる還付金の未処理について 
 

１ 概要 

介護保険料等を年金からの特別徴収（天引き）により納付されている方が

死亡した場合、死亡日を基準として保険料等を再計算することに伴い、納付

された介護保険料等に過誤納金が発生することがあります。 

今回、この過誤納金について、還付処理が適正になされておらず、一部未

処理となっていることが判明しました。 

 

２ 経緯 

今年１月末、職員が後期高齢者医療保険料の還付処理を行っている際、

過年度分の還付データを確認したところ、年金特別徴収分において未処理

となっている案件があることが分かり、調査の結果、介護保険料及び市県

民税の特別徴収分においても、未処理となっている案件があることを確認

しました。 

 

３ 主な原因 

市は、年金から特別徴収した介護保険料等に過誤納金が発生し、還付処

理を行う際、還付可能かどうかの判断を年金保険者からの通知をもって確

認する必要があります。この年金保険者からの通知については、日本年金

機構からは定期的に送付されますが、各共済組合（国家公務員共済組合連

合等）からは送付されないため、市から文書で照会を行う必要があります。

しかしながら、平成２９年５月以降その照会する手続きを行っていません

でした。 

また、未支給年金の手続き待ちのものについては、「保留」として、還付

先が確定するまで継続照会をする必要がありますが、平成１５年度以降の

保留分が未確定のまま未処理となっていました。 

いずれも、職員の制度に対する理解が不足していたことや、担当が変わ

ったときに十分な引継ぎがなされなかったことが原因と考えます。 
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４ 未処理の対象件数  

 ・介護保険料分 

  （平成１５年度から令和５年度分 ８４件   ９４８，６０８円） 

 ・後期高齢者医療保険料分 

  （平成２２年度から令和５年度分 ７０件 １，１０８，５００円） 

 ・市県民税分 

  （平成２２年度から令和５年度分 ４４件   ４８４，８００円） 

 

５ 今後の対応 

現在、各年金保険者に対し、還付ができるかどうかの文書照会を行ってお

り、結果通知を受け次第、年金保険者又は対象者（相続人）の方にお知らせ

し、速やかに還付の手続きを行います。 

 

６ 再発防止策 

・年金保険者への確実な確認の実施（事務処理マニュアルの見直し） 

・事務引継ぎの徹底 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（問い合わせ先） 
伊万里市 総務部 収納管理課 
担当：原         
電話 ０９５５－２３－２１５２(内線２１６０) 


